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8月5日(月)、名古屋市役所西庁舎に於いて

令和元年度名古屋手をつなぐ育成会の市長要

望を実施致しました。

育成会から山嵜梅洽理事長、副理事長、常務

理事、理事4名、評議員5名が出席しました。

名古屋市健康福祉局から障害福祉部長戸松

正隆様、障害企画課長様、障害支援課長様はじ

め11名と子ども青少年局1名、教育委員会1

名の方々にご出席いただきました。

今年度も大会決議に沿った要望、会員からの

ニーズを盛り込んだ要望書を作成し､項目ごとに当会担当者が知的障害者の生活・福祉サービ

スに係る実態を述べさせて頂くことで、施策に反映出来るよう努めました。

尚、要望事項については書面で回答をお願いしました。
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【令和元年度市長専望全文】

私たちは障害のある人もない人もお互いに尊重しあい共に生きる地域社会の実現を心から願い活

動を進めてきました。障害者基本法を始め多くの障害者関係法令が整備されてきましたが、

現実には、社会の高齢化など、知的障害のある方にも切実な問題となっています。

障害のある方がすべてのライフステージでかけがえのない個人として尊重され､その人らしく生き

ていける社会の構築は大きな課題です｡名古屋市においては､今年度第4次障害者基本計画及び､念

願の｢名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例｣が施行されまし

た。障害のある人の尊厳が尊三され､地域の中で必要な支援を受けながら、自立した生活ができる共

に牛きる社会の実現を願い、以下を要望いたします。尚、書面でもご回答ください。
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I櫛艤咽鎚、 「共盤陰」の実現への体制整備推進

1 国への要望侶古屋市より、国へお伝えいただきたいこと）

（1） 療育手帳…帳）は障害者基本法または、知的障害者福祉法に位置訓すられた全国共

通なものとじてくださbL

（2）障害者基礎年金の対象忍軽團轄者非調ﾀ1世濡珊ﾛ的障害者まで拡大を図って＜ださ仇

（3）成年後見帝艘の利用の促進に関する法律のもと、財産管理のみならず意思決定支援・身上保

護を重視した後見人等を含めたチーム後見による本人中心の権利擁護の仕組みを実現じてく

ださい。そのためには、後見を担う人材の育成、法人後見を進める法人の支援を検討じてく

ださbL

（4）障害者虐待防止法による虐待防止・支援体制を推進し、特に学校･病院を虐待の定義に入れ

るよう法改正をLﾉてくださしL法改正前にあっては運用で「通繍」を課すようにじて

＜ださbL

2名古屋市への要望

（1） 「名古屋祠璋害のある人もない人も共に生きるための嬬者翻り鰯肖推避例uの推進に取

り組んでくださbl｡

①障害者差月囎消法および平成31年4月1日施行の名古屋市差別鰯肖推進条例に基づき

安全性・利便性をすべての人に配慮し、程吉犀城木造復元天守閣は、エレベーターを含

めた再考薊下、誰もが上れる天守閣にじて＜ださ仇

②名古屋市差別鯛肖推進条例の施行にあたり、9月にガイドラインが配布される予定と伺

っています力（全ての市民に対じて啓発･周知を図り､わかりやすく推進して＜ださ肌

③社会のあらゆる場面において障害特性に対応した情報の提供ときめ細かい配慮をしてく

ださ眺特に、公的文書・掲示・案内等のわかりやすい化を進めてくださbL

（2） 市民の知的障害者理解の啓発をさらに推進じてください

①市民への知的障害理解の啓発とじて｢知的曙者擬似蝿｣を取り入れたり､知的障害児・

者と交流する場を謝す、実践的な理解啓発に取り組んでくださし％

（3） 行政職員の知的障害者理解啓発をさらに推進じて＜ださbL

①行政職員への知的障害者理解啓発とじて｢知的障害者と実際に接する体験｣や側的障害

者擬似蝋」など、実践的な研修に取り組んでください。

②行政窓口での対応が人によって変わることのないよう障害のある人にもわかりやすい対

応をしてください。まだ各部局や区から出る文書･案内等忍わかりやすい文面にじて

くださし､

（4） 成年後見制度の利用においては利用者本人がメリットを実感できる制度の運用・改善を

図ってくださ仇

①1－（3）に関連し現在策定中の成年後見制度利用促進計画においては､財産管理のみ

ならず意思決闘受､身上保護を重視L人意思疎通･意思決定にかかわる後見人等を含め

たチーム後見の名古屋市版モデルを作り､利用者本人がメリットを実感できているかどう

かを本人に確認する仕組みも組み込んで図式化Lﾉこ本人にわかるように示じてくださしL

②障害のある人の意思疎通･意思決定支援にかかわる後見人等を含めたチーム作りにおいて

はどんなに障害の重い人に対じても､本人の特性を知り、本人の意思をくみとり、本人

の思いに寄り添うことのできる人材の育成を図ってください。

③知的に障害のある人の後見等はその期間の長さ鰯を表明することの困難さから､利
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益相反のない第三者の法人による後需力､腰で或国は継続性･多様件･専門性よい

った特徴を活かした､法人による後見活動である｢法人後見|の推准のための取り組み存

推進じていま式名古屋市においては名古園ﾖ成聡見あんしんセンターの｢成年後見

制度法人後見詞騨業｣の更なる拡大と推進に努めるとともに､必要な人力圏1Aして成年

後見制度を利用できるように､成聡見制師開支援事業(申立費用･報酬助助の要件

について広く周知じて＜だ吉仙

Ⅱ障害児の療育・保育と教育の推進・充実

以下の事項を、今年度作成中の「こども発蹴推遣旨針Jに盛り込むよう、

胃にご検討くださしL

1早期のうちに障害に気づき療育など適切な支援につながる体制を整億推進Uてくださ肌

(1)療育センタ の初診噸欝の儲 6～10か月待ちの現状がありますの五以下の項目、

について改善じて＜ださし％

①待機離硝I減のための目標とす棚､削減のための対策をあげて＜ださ仇

②名古屋市への転入者の診断･相談も待機期間がありますb転入者に名古屋市の障害児の子

育で情報力（正しく届く仕組みを作ってください。

③愛護尹唱Z届判定や再診等の待機期間も総lyて長期化じていますので､改善してく‐ださ

い。

（2）身近な地域でｲ識岬b曠育支援・脇I鮪力受けることができるようにしてください。

①嬬児i朝1劃慧業いこい臓詞簿…を図ってください｡特に､いこいの家事

業についてI を図ってください。

②療育を求める軽度障害の子どもたちが十分な支援を受けることができるようにしてくだ

さい。

（3）障害児を育てる保護者の心のケアを考慮してください。いつでも相談でき、子育てを支援す

る仕組みを作り、その情報をわかりやすく提供じて＜ださ肌

①保護者が気軽に相談できるよう､身近な地域で相談できる機関や機会を増やじてくださしL

②障害鼎目談劃畏事翻T力（親の一般相談にものれるようにじてください。

⑧障害のある幼児･児童を持った保護者力（福祉や子育てについて学ぶ機会を作り、子ども

の成長のために適切に支援サービスを利用するよう啓発じて＜ださ仇

2インクルーシプな育ちと学びの場を整備じてください。

（1） 障害のある子どもの就園・就学時にあたっては、本人・保護者に対して、身近な地域の機

関で、十分な情報提供と相談の機会を提供じて＜ださ仇

（2） 身近な地域で、インクルーシブな保育･幼児教育が､待機なく受けることができるよう体

制を整備UてくださbL特に、育休明けの3歳児の保育園の釧詞が厳しい状態ですb

（3） 幼稚園､小・中･高等学校に在籍する障害のある幼児･児童･生徒に､年間を通じて介助・

劃勧叱震な場合派遣される学校生活介助アシスタントの配置の基準を示じてくださ肌

知的障害児に対し、生活介助アシスタントの配置の拡充を図ってください。特に、特別支

援学級在籍児の交流授業などでの利用を可能にじてくださ肌

（4） 「総合学習」に知的障害者理解のための側的障害者擬似噸」を取り入れるなど、イン

クルーシブ教育の一環とじて、幼児学齢期の一般の子どもたちへの全ての障害理解の啓発

を教育カリキュラムに具体的に入れて＜ださbL子どもたち畝知的障害がある人や子ど
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⑤

もとふれあう機会を増やしてくださしし

3すべての教職員に知的障害理解を推進してください。

（1）教職員の採用の県知的障害児･言発題璋害児･者を理解するため特別支援学級や特月岐

援学校の現場実習を実施じてください

（2）教職員の現任研修とLﾉて､国連障害者権利条約･障害者差別解消法・

合理的配慮の提供を取り上げてください。

4特別支援教育に携わる教職員の専門性を向上してください。

を踏まえ

（1）特別支援学級担任における特月 所持率をさらに向上じて＜ださ仇免許…鰐免許1畑

状の所持がない場合には事前に現場研修をする等障害児に関する矢職や対応の方法を講じて

くださしL

(2)障害のある子どもたちを支える福利肺曠やサービス､将来の進路につい五および強度行動障害

の子どもや医療的ケアの必要な子どもへの支援スキルを学B研修鰍 を設けて＜ださし児

5教育・福祉・医療等との連携を密にしてください。

国では､家庭学筏教育の連携に基づくトライアングルプロジェクトのモデノL事業をもとに､今

年度から連携事業が始まりました。蜀倶名古屋市においても連携の体制づくりをじてください。

（1）障害のある子ども畝切れ目のない支援を受けることができるよう､福祉や医療､労働などとの

連携を図って＜ださbL

（2） 地域の障害者自

6すべての障害のあイすべての障害のある

瘡関係者の参画を推進して＜ださしL

児童牛徒1コ配Uの教育支援計画を作成し､将来を見据えて働く力を培い、

自立に向けた支援をしてください。

（1）通常学級に在籍する障害のある児童牛徒に対じても個別の教育支援計画を

し咄

作成してくださ

にあたって、本人･保護者と十分話し合い､福祉や医療などとも連携

､保護者と計画を共有じてください。

肩支援計画の作成(2)個別

を図ってください。また、

Ⅲすべてのライフステージを通じて地域で暇l健な普通の暮らし

事者主体の総合的な支揺整備の推進実現のために、当

1安心して地域で暮らせるように畠う丘馴h域での生活支援施策を整備・充実して

ください。

（1）高齢になった親と暮らす障害のある人也高齢になった障害のある人八の

支援体制を確立してください。

①高齢になった障害のある人に対L人支援対剛噴({廊加等の整備推進を図ってください。

②高齢になった親のことを相談したり､親亡き後の自分の暮らし服を相談できる体制を、

障害のある人にわかるように本人を中心に置いたエコマッブの図で具体的な名称を入れて

示じて＜ださしL

ある人を支援じている困鰡犬況を市とじて棚屋いどのようなセ⑧高齢

－フティネットが機能じているのかを図で具体的な名称で示じてくださし％

④介護と医療との連携を図り、訪問診療・訪問看護等の医療的ケア計画、特にてんかんや糖

尿病貢幟を盛り込んだサービス利用計画を作成できるように施策を整備(_ﾉてください

（2） 重度の障害のある人がショートステイや重度訪問介護を使いにくい現状がありますが､重度

の方の暮らしの支援を家族だけで担うことは限界がありま式サービスの利用を希望する方

畝サービスを使えていない状況を把握し、鍬がいてもいなくても、重度の障害のある方
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⑥

の自立した暮らしが保障されるように、相談支援及び生活支援体制研膜を図り、サービス

利用ができるようにじて＜ださしL

（3） 緊急ショートを含む地域生活劃笥拠点喉質的な運用と、面的整備を子膜じてください。

①第5期祠璋害福祉計画の中で、平成32年度末までに市内Bか所整備する目標値が掲げら

れています畝今年度末までに整備される地域生活支援拠点（面的整備を含む）の利用方

法を、具体的な事業所名を入れたフローチャートとエコマップで誰にでもわかるように示

し、地域に住む障害のある人と家族が困った時に、動血じて利用できるようにしてくださ

い。

②緊急ショートのサービス利用時に家族か濫迎することができない場合があり、事業所の送

迎を可能にするために名古屋市独自の送迎加算をつけて＜ださbL

（4） 地域生活の紬寺や社会割ﾛの促進を支えるのに必要な人材確保の施策を更に進めてください

①地域生活の維持や社会参加の促進を支えるのに必要葱移動支援･行動援護･重度訪問介

護の各事業が、人掴不足のためにさらに利用できない状況になっていますb利用者ニーズ

に対応できる人材を確保するため、名古屋市自立支援連絡会及び16区の自立劃蚤鬮各協

議会などで「移重肢援事業催者寶成研修」が実施できるようにじて＜ださ肌

②名古屋市で開催する名古屋市移動支援事業従業者養成研修の開催案内をホームページだけ

でなく、広報などやに掲載じて＜ださし％また、募集チラシを区翻Tにおいて＜ださ肌

（5） 利用者ニーズに対応できるようにグルーブホームの整備拡充を図ってくださしL

①公営住宅を新設。建て替えをするにあたっては障害者や高齢者および生活困窮の世帯な

どが安心じて暮らし続けることができる地域の福祉拠点とじて再整備じてくださしL

②障害のある人の地域生活には豊かな人材が必要です｡新築グループホームヘの予算の拡充

と共に、夜間の人材を確保できるような更なる運営費の助成をお願いしますb

（6） 自立生活均受砿見点から､障害のある単身生活者に対し経済的かつ人的支援をお願いします。

①市副tﾖ尾熟1世…のある単身生活者に対し、国グルーブホーム家賃補助並みに、名

古屋市独自の家賃補助制度の実現を図って＜ださ肌

②地域で単身で暮らす障害のある人力I行政健翻iが長期の1紬にある時や輪時または

災害時に相談できる体制を居住する地域ごとに本人にわかりやすいように示じて＜ださ仇

（7）嬬者の多様な生》鮮習活動を支援する取り組み･体制α鯉備を充実し､障害者スポーツ・

文{上芸術活動・生涯教育を推進じて＜ださしも

①多様な主体による既存の障害者の生涯学習の実態を把握し､障害者の多様な生涯学習活動

を支援する体制を整備じて＜ださしL

②障害者スポーツの拠点となるスポーツセンターなどが不足していま或既存のスポーツセ

ンターなど、地域のスポーツ施設を障害者に利用しやすくじてください。

③当事者の意見を聞きながら、学習プログラムの充実を図り、わかりやすく周知じてくださ
い。

④障害者青年学級の該当年歯捌限を撤廃し、障害者の生涯学習に位置づけてくださ肌

2就労支援及び所得保障を推進･充実してください。

（1）名古屋市の知的障害者雇用を推進じてください。

①名古屋市の知的障害者の雇用状況をお示し＜ださ仇

②教育委員会が法定雇用率を達成できていません,教育委員会でも是非達成して＜ださし、

⑧名古屋市の障害者雇用において知的障害者の雇用を創出し、名古屋市の正規雇用の拡大を
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じてくだ古眺

④現伽嶬翻哉員の融拡汰をさら1戸固って＜裾まい

⑤雇用機会毬曽やすために、市の事業を外部に委託したり、 才翫離者呑撰耐る際に､可

能な業務で耐'M蝉者雇用客条件とじて＜ださしL

（2）障害者就労支援体制刎桧筐紬龍支援幌備晦E奏函ってくださ仇

①障害福祉サービスを経ずに就労する人たちの紬炉着劃蚤も手厚く提供じて＜ださしし就

労炉着…供について､わかりやすいように情報奏桿供してくださしL

②就労した障害者が､就労に関する悩みや困った時に相談できる窓□を、障害者にもわかり

やすく鴎&・啓発じてくださ仇

(3)福祉的就労の充実･支援を図って＜ださ仇

福祉製品の販売は職の働く鍬や工賃の向上につながりま式引き続き区役所での製

品販売をご支援＜ださ肌広報などやなどでも取り上げてください。

(4)名古屋礁者鴎費助成を愛護尹脹4度qQ51～75) に課税世帯

にまで拡大u蛋療費助成の充実を図って＜ださbも怪我､疾病により労働時間が短くなること

で収入が減り、医療費が生活を圧迫Lﾉている現状があります6

3相談支援体制の推進･充実

（1）障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営めるよう､個別のニーズiこ対応できる相談支

撹障害児相談支援の整備・拡充､及び人材育成を継続じて推進じてくださしし

（2）地域共生社会においての各区障害者基幹相談支援センターの笹砦lを明確にし､地域生活拠点との

連携と地域での笹碧lを本人にもわかりやすく図で示じてください。

（3）名古屋市自立支援連絡会及び16区自立支援連絡協議会すべてに会長を置いてくださ眺自立支

援連絡協議会の構成員に障害者団体の代表勘Oえ、障害当事者の声を聴く体制を整え地域課

題を明確にし、障害のある人を中心にした地域で支える本人主体のネットワークの構築を推進

してください。

4防災対策を推進・子震じてください。

（1）名古屋市防災会議に三障害の当事者団体を構成員として鋤Oさせて＜ださし％

（2） 「助け合いの仕組みづくり」を早急に整備推進して下さbl｡

①側け合いの仕組みづくり」の16区の進捗状況を示してください。

②要配慮者本人に対{_ﾉて､助け合いの仕組みづくりの大切さ、自ら声を上げていくことの大

(第4脚にもありますが、切さをわかりやすく啓発してくださしL名古

具体的方策を示Lﾉてくださ仇

など⑧名古屋市障害者基本計画(第4別にある｢地域におけ

の取り組みの推進を支援する」ことについて、具体的な方策を示してくださし％

(3)要配慮者参加の地域防災訓練及び地域の取り組みを推進じてください。

現在実施されている要配慮者参加の地域防災訓練及び避難靜暮指定避難所での支援などに関

する訓練を推進UてくださしL
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第易期名古屋市障雲祷祉計画･第1期霧劃室流鱈菖識蛎縦獄

とき･令和元年10月29B(火) 10:OO～12:OO

ところ・名古屋手をつなぐ育成会福祉会館3階ホール

講師・ 名古屋市健康福祉局障害福祉部

障害企画課課長服部具宏氏

t

１
１
１

障害者基本法に基づいた、名古屋市における障害者施策の墓となる

名古屋市障害者基本計画(第4次)が、平成31年4月1日、施行されました。前年に

は、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確

保に係る目標、必要なサービス量の見込み及びその確保方策について定

めた第5期名古屋市障害福祉計画・第1期名古屋市障害児福祉計画が施行されてお

ります。

上記をふまえ、名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課課長服部

具宏氏をお招きし、これらの計画を通して、これからの名古屋市の障害

福祉の展望をお間きしたいと存じます。

尚、 これらの計画の策定には、育成会からの委員が参画しています。

私たちの意見が反映されているか否か、進捗状況をお聞きし、今後の活

動に活かしていきたいと思います。

併せて、9月には障害者差別解消推進条例のガイドラインが発行されますので、そ

のお話もお聞きしたいと考えております。

皆様、お誘いあわせの上、ご参加ください。
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参加申込害

所属支部名

又は所属団体名

TEL 閉X
ご連絡先

お名前
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なこやて いくせいかいふくしかいかん

ところ ： 名古屋手をつなぐ育成会福祉会館。ひろば
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★艤瀦平成29年9月3日（火）～9月19日（木）
がつ にち か がつ にち も<

★蕊宙莞 息舌崖孝をつなぐ誉筬筌
織筌鼈識葛

ねが

★お願い

①葬覚は壁に誘れる、筆らな搾罵にしてください。①
ひとりいってん

1人1点にしてください。麓い。題 や養う窪は旨笛です。
積どちら尚きでもよいです）

（テーマ）
－

綴、がよいです。 （

②

た

他

作品は、 ,O=6'=(!5)菱のフェスティバル筌篶にて諾ります。
さくひん

さくひん

作品は、 ↑Ow,6!:")よりあとに、碆受蔀からおかえしします。

搾菖を曲された芳筌賞に、
また、フェスティバルのと

識誇菫の芳は、艫角諭
、

シヶ

⑩二房＝一
き り と り

第48回2019年愛のフェスティバル作品展応募用紙

年齢

学年

ふり がな

氏名

所属

支部名

電話

番号

平成作品受付日 年 月 日

※提出作品の裏面に貼り付けてください。
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2019年10月開講

共に生きる社会をめざして

－庇

ノ

<知的障害者･移動支援事業従業者養成研修課程＞L_ノ

私たちは地域で「共に生きる社会」をめざしています。

知的な障害のある方々が安心して外出できるよう支援するガイドヘルパーの資格をとり支援してい
ただけませんか。

3日間の講義｡演習｡実習でガイドヘルパーの資格取得ができます。

〔主 催〕 社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会

〔日 程] 2019年10月23日（水) 9 : 30～16 : 30

10月24B (木) 9 OO～16 :45

10月25B (金) 9 : OO～15 : 30

〔研修会場（講義。演習。実習先） 〕

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会福祉会館3階多目的ホール

（名古屋市熱田区神宮四丁目4番5号）

当法人経営事業所で移動介助実習

〔募集定員〕 12名 ＊申込みが定員に満たない場合、開講中止となる場合があります。

〔受講資格〕 ＊講座終了後に当事業所において活動していただける方

＊18歳～70歳の健康な方

＊3日間すべての講座に出席できる方

〔受講料] 7, 000円（演習費・テキスト代）

＊初日に徴収いたします。

〔申し込み方法〕 ＊申込用紙にご記入の上、 FAX又は郵送で下記までお申し込み下さい。
定員になり次第締め切らせていただきます。

＊受講決定はFAX等でお知らせします。

〔申し込み期間〕

2019年9月2日（月）～10月11B (金）まで

〔申し込み・問い合わせ先〕

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会

ガイドヘルプサービスステーション育成会

〒456-OO31 名古屋市熱田区神宮四丁目4番5号

TEL (052) 671-6234

FAX (052) 671-6214

社会福祉法人名古屋手をつぢぐ育成会

ガイドヘルパー養成講座
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会員刑舞艮告

「これって差別？」

～名古屋市障害者差別相識センターで受けた相談事例よLI~

講師:名古屋市障害者差別相談センター主事伊藤典子氏

、 ノ

7月9日（火）名古屋市障害者差別相談センターから伊藤典子氏、板橋優子氏をお招きして会員研修を行い64名

の封ﾛがありました｡わかりやすくゆっくりした口調でお話しいただき､充実した研修会を行うことができました。

|内容 ’
1．障害者差別解消法と法律の背景

障害の考え方は医学モデルから社会モデルに変わり、掛り条約にも反映されている。障害はnC､身の族朧不

全lという医学モデルから障害は社会にあるという社会モデルという考え方になった。障壁は社会にあり生活

しにくくしているバリアのことで､そのバリアを取り社会を変えていく。

※バリアとは事物（社会的障壁) 、制度(資格が取れない)、慣行借から続く慣習） 、観念偏見葭捌

○障害者差別鯆肖法のポイント

①不当な差別的取り扱いの禁止:正当な理由もなくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつける

ことを禁止する。正当な理由とは、拒否するなどの取り扱いが客観的に見て正当でやむを得ない場合b

②合理的配慮の提供:手助けや心配りをしてほしいと言われた場合負担になりすぎない範囲で社会的障壁を

なくすために必要な合理的配慮をすることが求められる。

2．名古屋市障害者差別相談センターの業務と寄せられた相談事例

名古屋市障害者差別相談センターは、平成28年4月の差別解消i

1日に開設された。

○主な業務

①謡ﾘに関する相談の文姉や調査調整

②広報啓発識ﾘ鯆肖法について広く知ってもらう。

○相談の流れ

センターでは相談を受けたらまずは丁寧に傾聴し、本人が

感じた怒りや悔しさを受けとめて、障害当事者の気持ちに

寄り添うことを'"卦けている。相手方に連絡して状況の確認

平成28年4月の差別解消法施行を受けて新しく相談窓口として同年8月

を行う。双方の言い分を聞いて落としどころを探る。障害当事者の方と相手方の話し合いで解決方法を探る。

○差別の相談事例卜剖

①レジャー施設で知的障害のある方がアトラクションに乗ろうとした時スタッフから自分で名前を言うことが

できないので親の付き添いを求められたいう相説障害を理由に一律に付き添い者の同行を求めるというルー

ルの変更について施設と話し合ったところルールの変更について専門家の助言を踏まえて検討することになっ

た。障害についての理解、障害者差別の文怖を考えてもらった事夷

αﾛ的障害のある成人の息子さんカミー人で近くの小学校の子どもを30分ぐらい見ていたという理由で警察に

職便され、今後しばらくバス停まで親が付き添うようにと言われた。センターとしては、障害者に限らず子ど

もを見ていれば誰でも懲艮される可能性があり、障害を理由にした差別とは判断しにくいのでセンターで対応
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するということが残念ながら難しい。地域の民生委員、交番､知的障害割目談員に相談するなどを提案した

カミ何年も練習してせっかく一人でバスに乗れるようになったのに、この件があってからすっかり怯えるよう

になってしまったやりきれない事案。

3．名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別鯛肖推進条例

名古屋市力坪成31年4月1日施行した条例で、この条例は障害者差別鯆肖法力違本になっている。

○特徴的な部分

①障害者基本法謡ﾘ鯛肖法に載っていない難病を明記してある。

②不当な差別的取扱いを分野ごと（福祉サービス、圀蕊教育雇用、商品サービス、不動産施設､交通

スポーツ文化）に細かく分けて取り扱いの禁止を定めている。

③合理的配慮の提供については､事業者は努力義務である。名古屋市は名古屋市障害者差別鰯肖調整委員会を

作った。差別相談センターで解決できなかった場合は、障害のある人や家族の申し立てによって名古屋市が

再調査を行い、相手方の事業者に助言斡旋を行う。それでも応じない事業者に対しては市長による勧告が

出される。それでも応じない場合悪質事業者として公表され、新聞に掲載される。

|質赫答’質疑応答

Q・公共交通機関で携帯電話を忘れたため､愛護手帳を持たせ本人とヘルパーさんが取りに行くと連絡した力覗も

付き添うように言われた。これって差別では？

A.知的障害だから親も付き添うようにと言われたということは健常者ではない条件をつけたということで不当

な取扱いの可能性力塙いと思われる。

Q.クツレープホームから一人暮らしをするために不動産屋さんに愛護手帳糯申保健福祉手帳を持っていること

を告げると断られる。障害者差別相談センターに相談すれば解決するか。

A.管理会社力叺っていれば管理会社に働きかけて、そこから大家さんに働きかけ話し合いをする。相手方の事業

者さんが話し合いの場に出てみえないとしかたがない。全国的にも不動産屋、大家さん力拒否することがいく

つかあって根深い問題だと捉えている。

4． まとめ

障害者だから仕方がない、障害者だから優遇しなければならないということではなく、同じ社会の中で平等に

生活できるよう全ての皆さんと一緒に協力して作っていきたい。そんな社会を目指していきたい。ヘルプマーク

は、援助が必要な方のためのものだカミ外見からは分からなくても援助の必要な方がいる。このマークを見かけ

たら困っているようであれば声をかける、困ってなければそっと見守ることをお願いしたい。

国一一一

〈名古屋市障害者差別相談センターから〉

障害による差別や拒否などがあっても親の立場は弱く

不条理な思いを抱えつつも子どもを想って我|曼するしか

なかったといった皆さんの実体験によるご意見を伺うこ

とができました。センターとしても、知的障害のある方

からの相談が少ないのは、困っていないからではないと

いうことを肝に銘じて、今後も社会から障害者差別がな

くなるよう啓発活動に努めていきたいと強く感じました

ソ

Ll

識 ？。 ,銀垂＝
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第旭回ふれあいアート展
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名古屋市中区栄2-2-5 TEL､052-204-1133

に鰻作品j
絵画・書道・写真・オブジェ（陶芸含みます）

※輸送・取り扱いには十分慎重を期しますが破損しやすい作品は不可

に艤摺1
知的障がい・発達障がいのある方

※サポート協会保険の非会員の方も申し込めるようになりました。ただし、展示スペース
に限りがありますので、応募者多数の場合は、選考して展示させていただきますのでご
了承願います。 L

|:癒嘉蕊童逼｜
口絵 画:FO号(18cm×14qn)～F30号(72.7dn×91cIII) [額に入れて下さい］
口書 道：葉書大(10tm×14.8m)～半切(35qII×135<m)

［裏台紙をつけて下さい｡表装可］

口写 真：4切(25.4rm×30.5cm)～全紙(45.7tm×56tm)

組写真2枚可［パネル貼りか額に入れて下さい］
ロオブジエ2 1人で運べる大きさで1m×1m以内でお願いします。

|〔出晶料」
会員の方： 1点800円、非会員の方： 1点2,000円
※会員とは愛知県知的障害者生活サポート協会の個人会員の事です。

|鰄慧勇葱]｜
口募集期間：令和元年(2019)10月2日（水）～10月4日（金）
口出品申込雷.サポート協会とふれあいアートBOXのHPからダウンロード

出来ます｡所定事項を記入の上、サンブレンドまでFAX

または郵送下さい。
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応募の申し込み・受付
－

サンフレンド(障がい者支援施設）

担当：深津早紀

〒485-0801小牧市大字大山字岩次208－3

TEL､0568-47-1181 FAX:0568－47-1182

蕊
妻

二翌

ご注意：本展に過去3回以上入選されている方は応募できませんが、希望があれば、招待展示をさせてい

ただきます。
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今年も、あいち障害者フライングディスク競技大会力墹催されます。いつも楽しんて、いるフライングディスクを

ドルフインズアリーナの会場て：みんなて競技に鋤pして楽しい一日を過ごしましょう！

このページ下の鋤ﾛ申込書に必要項目をご記入の上、名古屋手をつなぐ育成会事務局まてミFAXでお申し込みください。

期日 2019年12月8日（日） ＝

●
■
●

１
２
３
会場 ドルフィンズアリーナ（愛知県体育㈲

競技規則日本障害者フライングディスク連盟及び全国障害者スポーツ大会競技規則

あいち障害者フライングディスク競技大会競技規則

競技内容 ｜種類をお選びください

●アキュラシー【年識別 （障がい種別、男女別はしない)】…IO投してゴールを這●アキュラシー【年識別 （陣がい種別、男女別はしない)】…IO投してゴールを通

4．

過した回数を記録

・デイスリート・セブン(7m) ･ディスリート・ファイブ(5m)

●デイスタンス【年議別、男女別、立位投法座位投法別（障がい種別はしない)］…飛距離を測定し記録

・メンズ・スタンディング（男子立位） ・レデイース・スタンディング(女子立伽

・メンズ・シッティング（男子座位） ・レディース・シッティング（女子座位）

日程（予定） 午前9時30分 受付

午前I0時| 5分 オーフ?ニングセレモニー・競技開始

午後4時 閉会

封ﾛ資格 年議|25j- (2019年4.月｜日現在）障がい児・者障がいの種別・程度は問いません。

封ﾛ黄 競技参加者 ｜人 |200円（大会当日受付で納入してください）

申し込み方法および申し込み期限

下の申込害で『名古屋手をつなぐ育成会事務局』あてFAXでお申し込みください。

2019年9月23日（月）必着 （名古屋手をつなぐ育成会として団体申込をします｡）

その他 ・競技用ディスクは用意されています。 ・スポーツ傷害保険に加入します。

5．

Ｏ
●
●

６
７
８

9．

競技大会及び競技内容についてのお問い合せ先

あいち障害者フライングディスク協会

〒462-0833名古屋市北区水切町5丁目72番地の2

FAXO52-991-1727<お問い合せはE-mqilかFAXでおねがいします＞

E-mdil : infO@ofqd・qichijp ホームページ h廿p://Ofqdoqichi.jp/

’2019年あいちﾌﾗｲﾝグデｨｽｸ競技大会参加申込雪

参加者氏名 男性 ・ 女性 年齢 歳

競技内容 くアキュラシー＞ ・デイスリート・セブン(7m) ・デイスリート・ファイブ(5m)

<デイスタンス＞ ・立って投げる いすに座って投げる

厩調社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会事務局 FAXO52-67 1-62 1 4
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園’’ 名古屋手をつなぐ育成会生活支援センター相談事業のご案
☆育成会相談室悩みご相談のある方ご利用ください。電話相談もしくはお電話の上ご来館ください。

生活支援センター長山嵜梅治

相談一受付内容

生活等相談

成年後見・権利擁護の相談、生活等相談

就労生活相談、生活等相談

生活等相談

幼児期・学齢期の相談、生活等相談

幼児期・学齢期の相談、生活等相談

成年後見。権利擁護の相談、生活等相談

曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

第1．4．5金曜日

第2．3金曜日

巡回相談

担
一
熊
一
細
一
鮴
一
柵
一
伽
一
部
一
油

筆
一
》
》
朏
一
》
難
》
｜
餅

※旧優生保護法に関する相談も受付けています。

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会事務局

〒456-OO31名古屋市熱田区神宮四丁目4番5号

h(052)671-6211 (代) Fax(052)671-6214

☆中川区障害者基幹相談支援センターお気軽にのぞいてみてください。 （市内どこからのご相談も受付

けます。）開設日・時間月～金曜日第2．4土曜日(9時～19時）

〒454-0869名古屋市中川区荒子一丁目141-1 奥村マンション1階

1tL(052)354-4521 (直) Fax(052)354-2201
…

I I
中川区障害者基幹相談支援センターでは月1回講師の方をお招きし『フラダンス講座』を開催

しております。月1回の練習ですが、参加されている方々と本当に楽しい時間を過ごしています。

先日名古屋学院大学名古屋キャンパスたいぼうで行われた「G○福祉inthewest」にて発表しま
した。参加された方ﾉﾏの中には普段利用されている日中活動の事業所の支援者の方を観客の中に見

つけてみてもらうことを嬉しそうにされていた方も見えます。皆さん、普段の練習よりも素敵な笑

顔で踊って見えました。次回は小本フェスティバルにて発表する予定です。興味のある方はぜひ見

に来てください。

三「G○福祉inthewest」にて発表しま

動の事業所の支援者の方を観客の中に見

す。皆さん、普段の練習よりも素敵な笑

表する予定です。興味のある方はぜひ見

…

鐸溺議羅瀧龍溌 ?義毒宗弓－－‐

～

ﾉ、／講座名：愛知県地域生活定着支援センター10周年記念シンポジウム 、
1 日時 :2019年9月7日（土)g:30～17:OO

I 内容 ：安全安心なまちづくりをいかに進めるか
i 講師等：愛知県知事大村秀章氏津田塾大学客員教授村木厚子氏

名古屋高等検察庁検事長林眞琴氏他

i 会場 ：東別院ホール

!、 参加費：無料お問い合わせ：愛知県地域生活定着支援センターO52-253-6031 ，ノ
、

／
や－申一●一●－●一●一D－e－●－●ー■ー●ー●ー●ー●ー●ー● Ⅱ■■■●■■■●一｡ ■■■ ●ー●ー●ー●一のー●ー■ー●ー●ー＆一●ー■ー●ー●ーp－D－●ー●ー●－c－0－●－－

jふれあい教室（9月）

1 8日（日）フライングディスク 北区

！ 8日（日）フライングディスク 瑞穂区
、

．－．．－． ，一・－．－｡－．－． 1．．． ．－．－．－．－－ 口－．－．． ，一一一.－． 白一・－．－． ．＝･－.－．－．－．－．－．一.．.．.－. ‘－．－．．＝．－． 、一・一.－． ‘一. ‘一.－．－．－．〆
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|各区･各会’各区･各会
中村区手をつなぐ育成会

ふれあい教室ポｳツﾝグ大会を行いました。
7月21日（日）稲沢グランドボウルにてボウリング大会を行いました。7月は毎年ボウリン

グ大会なので皆とても楽しみにしていました。

名古屋太閨ライオンズクラブ様には毎年参加して頂いております。今年も会長さん始め4人
の方々に参加して頂きました。ボランティアサークル「たんぽぽ」のお兄さん達も参加して合
計24名での熱い熱い戦いが午前10時より始まりました。今年は調子が悪いと言いながら投げ

ている人や予想外の人が良いスコアを出していてびっくりしたりでの熱戦が繰り広げられまし
た。ライオンズの皆さんもボウリングの好きな方々が参加されておられるので全体で2番のス
コアの方もいらっしゃいました。昼食のあとは表彰式を行いました。会員とボランティアの部
に分けました。ライオンズさんはボランティアの部に入って頂きました。優勝は会員さん1名
ボラの部1名、準優勝は会員さん1名、とび舅2名、ブービー員2名、計7名での受賞者でし
た。皆さんとても嬉しそうに賞品をもらっていました。残りの方達には参加員を渡しました。
保護者の方々も見学ということで8名参加されそれぞれ自分の子供達にアドバイスや声援を
送っていました。あっという間の5時間余りでしたが1日楽しく過ごすことが出来ました。

中村区支部竹森千鶴子

琴零藍､星息 ”扇一・.ー…函

第4土曜日は外食の日！ I |’サポートbeing緑親

サポートbeing緑親では今

年度より第4土曜日に外食に

出掛ける事になりました。前

年度までは全員で外出する事

が難しく、グループ活動とし

て毎月□一テーションで外出

活動を実施してきました。今

では10人乗りのハイエース

を使用できるようになり、 ド

ライブを兼ねたみんなで行く

外食が可能となりました。

行きたい場所や食べたい物

等、利用者さんの希望を受け

止めていきたいと思います。

胃言=蕊
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/繩測量〔土＞/7似/し-7'かﾌどち
で多-パヶ諺一きた/､こrにいき
ました．お母さんとご′《-,沙“。
しよにこようと経いました。

今潅の 外桟75、きたびんみです。
羅鱗逢う－
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所丁-丙本人参加のページ ー穴ヌー穴 緑区手をつなぐ育成会

総含防災訓練に参加し輩した！
さくねん がつにちにちよう みどりく とがさしようがつこう みどり＜そうこうぽうさいくんれん さんか き

昨年の9月2日旧曜）に、緑区の戸笠小学校で緑区総合防災訓練に参加して来ました。この
ようえんこしやむ ＜んれん せってい ひなんじょ うけつけ じぷん

日は、要援護者向けの訓練が設定されていて、避難所の受付で自分のことをエントリーするシ
たん ＜ だ ね たいけん さんか

ミュレーションと、段ボールベッドを組み立てて、寝てみる体験に参加できました！また
ひがしにぼんだいしんさい ひなんじょ しやしん み ひなんじょ す

東日本大震災のときの避難所の写真を見ながら、避難所ではどのように過ごすのかというお
はなし き うけつけ じぷん せつめい むず

話も聞くことができました。受付で自分を説明することは、なかなか難しいことでしたが、
いっしょうけんめい だん ね 庭いけん

みなさん、一生懸命にアピールできました。そして、段ボールベッドに寝てみるという体験
だん ね

も、段ボールがこんなにガッチリとして、寝れると
はつけん あんしんかん たいと＜

いう発見と安心感を体得することができました。
＜んれん じっさい で たいけん つ かさ

訓練に実際に出かけて、体験を積み重ねることこそ
ほんばん ちから おも ことし かつ

が、本番への力になると思います1 1今年は、9月
に石 あいばらしようがつこう さんか だいけん おも

1日に相原小学校で参加して、体験してこようと思
います！ ！

一一一｣ -. - -

例会のお知らせ

10月

1日（火）

区長要望検討＆情報交換(次年度へ）

24日（木）

知的。発達障害者擬似体験研修参加

9月

○防災訓練に参加して

1日（日） などや市民総ぐるみ

3日（火） 防災について

支部活動対策部

事業所の見学予定夏期ティー＆トーク協力

11日（水）施設見学豊明福祉会

そだつ。はたらく部会

9日（水） 健康体操

大西直美先生による健康体操

＜らす。こうれい部会

24日（木）

知的・発達障害者擬似体験研修参加

まもる部会

24日（木）

知的・発達障害者擬似体験研修参加

支援プロジェクト

《
室

匡
套

今
室 17日（木）

Ｊ
Ｊ
Ｊ

金
火
木

ｔ
く
く

原稿締切

編集会議

編集。校正

日
日
日

４
８
０１

広報啓発委員会

会報編集

表紙について

「 レインポーカダツムIj 」
－

南あが&l にじ色のカダツム【Iに会いたいな（グレヨン）

中川区手をつなぐ育成会山田凌（りょう）さん一
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◎一般寄附

長澤理様

7月計

・北区育成会Aブロック地域交流会

ボウリング＆パーティー

於星が丘ボウル

・昭和区育成会手をつなごう花の会

クラフト作り （こけ玉）

於鶴舞公園名古屋緑化センター

15日（月）･北区育成会交流会Cグループ

カラオケ交流会

於ジャパンレンタカー大曽根

20日(土)･名東区育成会鳴子踊りひまわりの風

於ひまわりの風

20日(土） ・30日(火）

・天白区育成会サマースクール

於ホワイトエンジェル

21日（日）･西区育成会成人部カラオケ

於ジャンカラ大曽根駅前店

23日(火)･中村区育成会月例会＆保護者懇親会

於木曽路畑江通店

24日(水)･守山区育成会会員交流会

於KOPILA

28日（日）･昭和区育成会青年教室社会見学

於名古屋港水族館

50，000円

7月＊名古屋手をつなぐ育成会事業・行事
9日(火)･会員研修｢これって差別？」

於3階ホール

21日(日)･福祉青年教室

＊名古屋手をつなぐ育成会会議等

2日(火)･支部活動対策部 於第1会議室

4日(木)･第238回業務運営連絡会 於第1会議室

・権利擁護委員会･研修委員会

学習部会合同部会 於第1会議室

5日(金)･広報･啓発委員会 於第1会議室

9日(火)･会員研修 於3階ホール

・広報･啓発委員会 於第1会議室

11日(木)･広報･啓発委員会 於第1会議室

12日(金)･広報･啓発委員会 於第1会議室

18日(木)･7月期会長会 於3階ホール

23日(火)･愛のフェスティバル模擬店部於第1会議室

･GH世話人会議 於2階食堂

24日(水)･センター長･管理者会議 於第1会議室

．くらす．こうれい部会 於第1会議室

25日(木)･権利擁護委員会･研修委員会

学習部会合同部会 於第1会議室

＊他団体関連事業・行事

7日（日）･全国障害者スポーツ大会説明会

於名古屋市障害者スポーツセンター

稲垣理事出席

9日（火） ・令和元年度社会福祉法人指導監査説明会

（集団指導）

於伏見ライフプラザ5階鱸城ホール

竹内事務主任出席

12日(金)･第1回名古屋市障害者施策推進協議会

於名古屋市役所

永田副理事長出席

23日(火)･令和元年度第1回高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画部会

於名古屋市役所

永田副理事長出席

＊各区・各会行事

7日（日）･港区育成会「きらきらきらりのみんなで

学ぼうさい」にいこう

於小碓コミュニティセンター

・千種区育成会青年学級カラオケ

於カラオケJOYJOY

11日(木)･千種区育成会幼児部コアラの会

於乗西寺

・さわらび園心身障害児の母親研修会

於あさみどり会館内研修室

14日（日)･港区育成会サマー社会見学

「セントレアツアーに行こう」

於セントレア中部国際空港

・千種区育成会千種区手をつなぐ育成会

創立60周年記念事業

於ホテルルプラ王山

古川常務理事出席


